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政区の人口が増加するにつれて、これらの活動に対する需要は高ま

る一方である。またエルサレムの情勢悪化と医療サービスの受けづ

らさにともない、地域社会施設における救急法の習得への要望など

も高まってきている。 

東エルサレムの保健分野にパレスチナ暫定自治政府が直接関与す

ることが難しい状態が続く中において、今後必要とされるのは、学

校（生徒たち、教師たち自身）が、自らの健康を守り、健康への意

識を高めるための仕組みづくりや、また地域社会においても、青少

年リーダー世代が救急法を習得し地域の救急ニーズに対応できる体

制づくりである。 

（３）事業内容 

 

①生徒（トレーナー）のトレーニングと保健委員会の設立・活性化 

【活動】JVC が現地で提携団体として協働するパレスチナの NGO、

Medical Relief Society の医療チーム（以下「MRS チーム」）は、9

年生中心の生徒グループ（各約 10 人）に対し、生徒たちが他の生徒

に対して健康に関する意識を促進するための活動ができるようにな

るよう、トレーニングを行う。トレーニングのトピックは：個人衛

生、栄養、学校の衛生環境、交通安全、救急法（傷、出血、骨折、

日射病、中毒）、コミュニケーション技術等。1学期目に、それぞれ

のグループに 10回のセッションが行われ、それを受けてトレーナー

となった生徒グループが、それぞれの学校の保健委員会メンバーと

なる。2 学期目は、保健委員会により行われる活動（壁新聞作成、

講習や朝会でのスピーチ等）のフォローアップが 2週間に一度、JVC

および MRS チームによって行われる。 

トレーニングの対象となるのは毎年 4校（3年で計 12 校）。 

 

②学校教師に対する健康教育に関するトレーニング 

【活動】MRS チームは、学校教師たちに、彼らが自分の学校の生徒

たちに健康教育を行えるようになるよう、トレーニングを行う。ト

レーニングのトピックは：個人衛生、栄養、学校の衛生環境、交通

安全、薬物の害、救急法（傷、出血、骨折、日射病、中毒）、コミュ

ニケーション技術（トレーニング手法）等。1 学期目に、教師は 12

回のセッションによるトレーニングを受け、1 学期後半からそれぞ

れの学校にて健康教育を実施する。JVC および MRS チームは、トレ

ーニング終了後も各学校を約 2 回ずつ訪問し、教師による健康教育

のモニタリングおよびフォローアップを行う。 

トレーニングの対象となるのは、毎年 20校（各学校 1名、学校 15、

幼稚園 5）（3年で計 60校）。 

 

③学校に対する健康に良い環境づくりの指導 

【活動１】活動②において、学年度開始時に学校教師たちに対し学

校の衛生環境についてのトレーニングが行われる。また同じく学年

度開始時に、それぞれの学校の衛生・安全環境の観察・インタビュ

ーを行い、健康に良い、また安全な学校環境に関して指導する。学

年度を通して、JVC および MRS チームは学校の環境についてフォロ
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ーおよび助言を行っていき、1 学期終了時に中間モニタリングを行

う。学年度終了時、MRS チームは事後観察・インタビューを行い、

結果をはかる。観察ポイントは：学校の衛生環境（トイレ、教室、

校庭など）、健康的で安全な環境を保つための活動や行動（飲料水の

安全性、教室の明るさ、教室内の安全、生徒たちによる清掃の習慣、

学校独自の健康教育、応急処置の準備（救急法ができる教師がいる

か）、売店で販売している食べ物について）等。 

45 校が 3年間をかけてフォローされる。 

【活動２】MRS チームは、各学校に救急法を行える責任者をおける

ようになることを目指し、 ②の教師に対するトレーニングに加えて

15 時間の、救急法トレーニング（この 15 時間を加えることでフル

コースになる）を実施する。なお、学校には救急法セットが設置さ

れる。 

対象となるのは②同様、毎年 20校 20 人（3年で計 60 校 60 人）。 

 

④学校生徒・幼稚園児に対する健康診断の実施と、フォローアップ

体制の指導 

MRS チームは、1年生および幼稚園児に対し、健康診断を実施する。

また、5、7、10 年生に対しては視力検査が行われる。健康診断を行

う都度、MRS チームは学校や幼稚園に対し、紹介されたケースにつ

いてフォローをどのように行うかについて、またその重要性につい

て教示する。また、保護者が子どもの紹介されたケースを専門家に

見てもらうプロセスを学校側が適切にフォローできるようになるた

めの指導を行う。 

健康診断の対象となるのは、毎年 16 校約 500 人の生徒、15 の幼稚

園約 700 人の子ども（よって、3 年で約 1,500 人の生徒と約 2,100

人の子ども）。視力検査の対象となるのは、24校約 800 人の生徒（よ

って、3年で約 2,400 人の生徒）。 

 

⑤学校生徒、幼稚園児、その母親たちに対する健康教育 

【活動１】MRS チームは、学校生徒および子どもたちに健康教育を

実施する。健康教育のトピックは：個人衛生、歯科衛生、栄養、交

通安全、貧血（地中海性貧血を含む）、感染症（寄生虫病）、眼の健

康、喫煙の害、思春期の生理的変化、早婚の身体的問題、環境と健

康、非伝染性疾病（高血圧、糖尿病等）など。 

対象となるのは、47 校約 16,000 人の生徒（よって、3年で約 48,000

人の生徒）、15 の幼稚園約 900 人の子ども（よって、3 年で 2,700

人の子ども）。 

 

【活動２】学校生徒の保護者（母親）に対する健康教育は、10校（そ

れぞれ約 20 人参加）において 2セッションずつ、と 5箇所の幼稚園

から集まるグループ（それぞれの幼稚園からの参加者は 5 人）に対

して 3 セッションが、以下のトピックについて行われる：リプロダ

クティブ・ヘルス（性感染症、NCD、乳がん等）、衛生と栄養など。 

毎年、学校ベースで約 400 人（よって、3年で約 1,200 人）、幼稚園
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ベースで約 75 人（よって、3年で 225 人）の母親たちが対象となる。 

 

⑥地域住民に対する救急法トレーニングと、地域における救急委員

会の設立 

MRS チームは、地域社会施設や地元大学の青少年グループ（計 5 グ

ループ、各グループ約 15 人）に対し、救急法講習を行う（21 時間

＝8～10 セッション）。すべてのセッションのあと、それぞれの地域

社会施設および大学から 2～3 名のアクティブなメンバーを代表者

として選び、上級者トレーニングを行った上で、そのメンバーによ

り分離壁のエルサレム側、ヨルダン川西岸側にそれぞれ 1 つの救急

委員会を設立する。よって、年間約 75 人（よって 3年で約 225 人）

が救急法トレーニングを受け、またその中から年間 2 つの救急委員

会、3年で 6つの救急委員会が地域に設立される。なお、MRS チーム

は救急委員会設立後、その活動のフォローアップを行っていき、救

急委員会は MRS の指導の下地域でのボランティア活動を行ってい

く。 

 

⑦地域住民に対する健康教育と健康診断の実施 

【活動１】MRS チームは、地域社会施設において地域住民に対し約

30 回（各約 15人参加、計約 450 人参加、よって 3年で約 90 回、計

約 1,350 人が参加）の健康教育を実施する。 

【活動２】MRS チームは、ベドウィン集落や隔離された地域などに

おける健康診断を約 20回（各約 20 人参加、計約 400 人参加、よっ

て 3年で約 60 回、計約 1,200 人参加）、および必要に応じて医薬品

を処方する。健康診断を通し、自己管理の必要性を指導していく。 

【活動３】MRS チームは、学校が夏休みに入る期間、地域社会施設

が主催するサマーキャンプにて、子どもたちに対する健康教育（簡

単な救急法、身長・体重測定も含む）を実施する。対象となるサマ

ーキャンプは毎年 10箇所で、それぞれに 3回訪問し計 90 セッショ

ン（よって 3年で 270 セッション）を行い、約 900 人（よって 3年

で 2,700 人）の子どもが参加する。 

 

（４）持続発展性 活動を通して特に以下の点を可能にすることにより、事業終了後も

各学校や地域社会における効果の持続発展性が見込める。事業終了

後も、これらの「仕組み」がどのように活動を継続していくかにつ

いて JVC はフォローしていく。また、学校での活動（保健委員会や

教師による健康教育）についてはパレスチナ暫定自治政府教育省と

も調整しながら、制度化を目指していく。 

 

・ 学校に保健委員会が設立され、生徒たちが学校全体の生徒の健

康に対する意識を高めるための活動を独自に継続できるように

なる 

・ 学校教師たちが、簡単なトピックに関して自らの学校の生徒た

ちに健康教育を継続して行っていくことができるようになる 
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・ 学校が生徒・子どもたちの健康に良い学校環境や、健康に関す

る問題をフォローアップする体制を自ら保つことができるよう

になる 

・ 地域社会の救急ニーズに応えることができる救急法委員会が設

立される 

 

また活動の中で、受益者となる人々自身がその活動が与える影響

と重要性を理解し、事業終了後も自ら活動を継続させようとする意

識を育てることに注力していく。具体的には、 

・ 健康診断に参加する学校（生徒）や住民が診療費・医薬品代の

一部を負担することで、事業終了後に自ら健康診断を継続でき

るようになることを促す 

・ 住民に対する健康診断の際に、個人・住民グループに対し健康

に関するカウンセリングや講習を健康診断とともに行うこと

で、健康への意識増進を促す 

・ 活動の中で設立される救急法委員会や保健委員会のそれぞれの

ネットワークなど、それらの組織がより自主的に発展していく

ための取り組みを行う 

 （５）期待される成果と成

果を測る指標 

①学校に保健委員会が設立され、健康に対する意識を促進させるこ

とができるようになる 

＜指標＞ 

・ 4 校（3年で 12校）の学校に保健委員会が設立される 

・ 40 人（3年で 120 人）の保健委員会のメンバーが他の生徒たち

に教えられる知識と技術を習得する（トレーニングを受けた生

徒の 80％以上が、70％以上の健康に関する正しい知識を得る） 

・ 保健委員会が健康に対する意識を高める活動を学校生徒に対し

行えるようになる（保健委員会による活動のモニタリングおよび

インタビュー、および保健委員会による活動に参加した教師および

生徒に対するインタビュー） 

 

②学校教師が、生徒たちに健康教育を行えるようになる 

＜指標＞ 

・ 20 校（学校 15、幼稚園 5）（3年で 60校）の教師たちが、生徒たち

に特定のトピックに関して教えられる知識と技術を習得する（トレ

ーニングを受けた教師の 85％以上が、80％以上の健康に関する正

しい知識を得る） 

・ 学校教師たちが、特定のトピックに関して健康教育を生徒たちに対

し行えるようになる（それぞれの学校で教師たちが 5セッション、

幼稚園で 4セッションの健康教育を実際に行う） 

 

③学校が、健康に良い学校の環境を保つ重要性を意識できるようにな

る 

＜指標＞ 

・ 20 校（15の学校と 5の幼稚園）（3年で 60校）の学校教師たちが、
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環境が与える健康に関する影響についての知識を得る（トレーニン

グを受けた全ての教師が、90％以上の学校環境に関する正しい知識

を得る） 

・ 20 の学校（15 の学校と 5 の幼稚園）（3 年で 60 校）に、応急処置

を担当する教師がいるようになる 

・ 45 校の学校教師たちが、それぞれの学校の環境における問題点や

改善すべき点について理解する（学校に対する事前／事後の観察お

よびインタビュー） 

 

 

④学校教師が、生徒・子どもの健康に関する問題をフォローアップで

きるようになる 

＜指標＞ 

・ 学校教師が、医師により紹介された問題についてフォローアップす

ることの重要性に対する意識を向上させ、紹介された問題の 90％

以上が、紹介された後にその問題を適切にフォローされるようにな

る 

 

⑤学校生徒、子ども、親たちが健康に関する知識を得られるようにな

る 

＜指標＞ 

・ 約 16,000 人（3 年で 48,000 人）の生徒および約 900 人（3 年で約

2,700 人）の幼稚園児が健康に関する知識を得られ、80％以上が、

70％以上の健康に関する正しい知識を得られるようになる 

・ 学校生徒および幼稚園児の親たち約 475 人（3年で約 1,425 人）が

健康に関する知識を得られる（参加した母親たちに対するインタビ

ュー） 

 

⑥東エルサレムの青少年の間に、救急委員会が設立される 

＜指標＞ 

・ 約 75 人（3 年で約 225 人）の地域社会施設や地元大学の青少年の

グループが、救急法の知識と技術を得られ、80％以上が、70％以上

の救急法に関する正しい知識と技術を得られるようになる 

・ 救急法を習得した上記青少年の中から、アクティブなボランティア

10 人が、2つ（3年で 6つ）の救急法委員会を設立する。救急委員

会は地域の救急法のニーズに応える活動を自主的に行う（救急委員

会メンバーの活動モニタリングおよびインタビュー） 

 

⑦対象地域の住民が、健康に関する知識と健康に対する意識を得られ

るようになる 

＜指標＞ 

・ 約 450 人（3年で 1,350 人）の地域住民が、健康と衛生に関する知

識を得られ、80％以上が、70％以上の健康と衛生に関する正しい知

識を得られるようになる 

・ 約 400 人（3年で 1,200 人）の地域住民が、健康診断および個人カ
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ウンセリングを通し、自らの健康状態に対する意識を向上させるこ

とができる 

約 900 人（3年で 2,700 人）の青少年、子どもたちが、地域社会施設の

行うサマーキャンプでの健康教育で、健康と衛生に関する知識を得ら

れる 




